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大津市国民健康保険事業の運営に関する協議会

資料２



賦課限度額及び軽減判定所得の見直し
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賦課限度額の見直し

（１）改正内容

（３）賦課限度額の改正経過

改正後現行
６７万円６６万円基礎分
２６万円２６万円後期高齢者支援金等分
１７万円１７万円介護納付金分

１１０万円１０９万円合 計

（２）影響見込み【基礎分】（令和８年１月時点）
世帯数 ： 約550世帯
保険料収入 ：約5,300千円増

令和８年度令和７年度令和６年度
６７万円６６万円６５万円基礎分
２６万円２６万円２４万円後期高齢者支援金等分
１７万円１７万円１７万円介護納付金分

１１０万円１０９万円１０６万円合 計

基礎賦課分に係る賦課限度額について、現行の66万円から１万円引き上げ、
67万円とする。
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軽減判定所得の見直し

（１）改正内容
被保険者の合計所得額が一定額以下の場合に、保険料の負担軽減を図るため、応
益割（均等割・平等割）を軽減する制度について、軽減判定所得の基となる所得判定
基準額を引き上げるもの。

４３万円＋３０．５万円×被保険者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１)現行５割
軽減 ４３万円＋ ３１万円×被保険者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１)改正後

４３万円＋ ５６万円×被保険者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１）現行２割
軽減 ４３万円＋ ５７万円×被保険者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１）改正後

例）４人家族 うち２人が給与所得者であるとき
⇒５割軽減となる所得額 １７５万円⇒１７７万円
２割軽減となる所得額 277万円⇒281万円
これまで所得が281万円だった世帯が軽減を受けることができるようになる。

（２）影響見込み（令和８年１月時点）
世帯数 ： 約１４８世帯
保険料収入 ：約５，４００千円減
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７割軽減５割軽減２割軽減

43万円＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

43万円＋
29.5万円×被保険者＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

43万円＋
54.5万円×被保険者＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

令和
６年度

43万円＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

43万円＋
30.5万円×被保険者＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

43万円＋
56万円×被保険者数＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

令和
７年度

43万円＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

43万円＋
31万円×被保険者＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

43万円＋
57万円×被保険者数＋
10万円×（給与所得者等
の数－１）

令和
８年度

（３） 所得判定基準額の改正経過

軽減判定所得の見直し
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